
NO. 質問 回答

1

3.1（1） 経済影響の試算（案）の作成業務

・「中長期の経済財政に関する試算項目で用いられている内閣府の経

済財政モデルと同様の構造」であれば、花粉症が与える経済影響の分

析に必要な部分に限りモデルを構築・評価して差し支えないか。

具体的には、社会保障ブロックや財政ブロックはモデル構造から除外

し、人口・労働供給ブロック、マクロ経済ブロックの一部（生産関

数、需要項目、雇用）のみに限定するなどを想定している。

仕様書にある『中長期の経済財政に関する試算項目で用いられてい

る内閣府の経済財政モデルと同様の構造』であれば差し支えありま

せんが、提案内容としては評価対象となるため、ご留意願います。

2

3.1（1） 経済影響の試算（案）の作成業務

・「CO2排出量等を計測するためのエネルギーモデル・我が国の物質

フローにおける各項目を計測するための物質循環モデルなどとの結合

が可能なマクロ経済モデル」であることの証左は、モデル式のどの部

分を変更すれば結合できるかを記述できればよいか。

想定する物質循環モデルの構造により結合方法や検討の工数が変わっ

てくるため想定されている具体的なモデルあるいはその構造があれば

ご教示いただきたい。

ご認識のとおりです。想定している具体的なモデルあるいはその構

造については現時点でお答えできません。

3

3.1（1） 経済影響の試算（案）の作成業務

・個別ヒアリング要件において、「１人あたり２回、１回１時間程

度、延べ５名程度（研究者・大学教授等の有識者を想定。～）」との

記載がある。延べ5名程度とは、5人×2回/1人＝10回の延べ10回程度

を指している理解でよいか。

ご認識のとおりです。

4

3.1（２）検討会の開催

・ア（エ）開催形式について、「書面2回」の開催方法は、事務局も

含めて会場には集合せず、YouTube配信は行わず、議事録は書面回答

をまとめて整理する想定か。

ご認識のとおりです。

5

５ 成果物

・３．１（１）には「経済モデルを用いること」とあり、「作成」は

委託内容に含まれていないことから、成果物に経済モデルは含まれな

い認識でよいか。

経済モデルの作成は業務内容に含まれるかとのご質問であれば、ご

認識のとおりです。

6

５ 成果物 ６ 著作権等の扱い

・３．１（１）で用いた「経済モデル」そのものは納品物に含まれ

ず、経済モデルを実行して得られた試算結果が納品物になると捉えて

良いか。

ご認識のとおりです。

　　質問回答


